
（一財）全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会 

個人情報保護方針 

一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会（以下、「運営委員

会」という。）は、運営委員会の事業活動において取り扱う個人情報の重要性を

認識し、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号。以下「個人情報

保護法」という。）に基づき、以下の方針により運営委員会が保有する個人情報

の適切な保護に取り組む。 

 

１ 法令、国が定める指針その他の規範の遵守について 

運営委員会は、運営委員会が保有する個人情報に関して適用される、個人情報

保護法及びその他の個人情報の取り扱いに関する法令、国が定める指針、一般財

団法人全日本ろうあ連盟（以下、「連盟」という。）が定める個人情報・特定個人

情報保護規程（以下、「規程」という。）を遵守する。 

 

２ 個人情報の取得、利用及び提供について 

運営委員会は、個人情報の取得、利用及び提供を必要とする場合には連盟の規

程を遵守し厳正な管理のもとで行う。 

運営委員会が個人情報を取得する際は、本人の意思による情報の提供（登録、

申込等）によることを原則とする。 

運営委員会が個人情報を取り扱うにあたっては、その利用目的を明示し、目的

外利用を行わないための措置を講じ、明示した利用目的を達成するために必要

な範囲内でこれを行う。 

 

３ 個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止及び是正について 

運営委員会が個人情報を取り扱うに当たっては、連盟の規程による安全管理措 

置を実施することにより、個人情報の漏洩、滅失、き損の防止及び是正を行い、

厳正な管理のもとで安全に蓄積・保管する。 

 

４．保有個人データの開示等の手続きについて 

運営委員会は、本人から自己の個人情報の開示、訂正、追加、利用停止、消去 

等の求めがあったときは、請求者の本人確認をしたうえで、速やかに対応する。 

 

５ 連盟が定める規程による安全管理システムの継続的改善について 

運営委員会は、この方針を実行するため、運営委員会の委員、職員及びその他 

関係者（業務委託先を含む）に規程及び方針を周知徹底させて実施し、継続的な

改善に努める。 
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６ 個人情報相談窓口について 

運営委員会の個人情報の取り扱いに関しての苦情および相談は、下記の運営

委員会事務局長あて電子メール又は郵便のいずれかの方法にて申し出るものと

する。 

 〒162-0801 

 東京都新宿区原町３－６１ 桂ビル２階  E-mail:dp2025@jfd.or.jp 

  一般財団法人全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会 

 事務局長 倉野直紀 

  

７ この個人情報保護方針は運営委員会が解散した時に廃止するものとする。 

 

2023（令和５）年８月 22日制定 

2024（令和６）年４月１日相談窓口住所変更 


